
部 活 動 ガ イ ド ラ イ ン 

（中９）富山市立山室中学校 

１ 目的 

（１） 共通の趣味や関心を追求する活動を体験することにより、個性の伸長を図る。 

（２） 望ましい集団活動を通して､よりよい生活を築こうとする自主的･実践的な態度を

育てる。 

 

２ 部活動の加入 

（１） 全員加入ではないが、年度当初に文化・運動部いずれか一つの部への加入を推奨 

する。 

（２） 各部の所属生徒は、原則として卒業までその部に在籍するが、３年生は対外試合 

終了時から活動の中心を２年生に譲ることができる。ただし、文化部に関しては、

富山市中学校文化祭終了時を目安としてもよい。 

（３） 新入生については、仮入部期間を設け、その期間中にいろいろな部を体験するこ 

とにより、自分に合った部を見付ける。 

（４） 入部希望の生徒は、保護者、学級担任、部活顧問の許可を受け、それぞれの押印 

がされた届け出用紙を提出する。学校長は、届け出用紙を審査の上、入部の許可を

する。また、退部や転部は学級担任と顧問の承認を得るものとする。 

 

３ 活動時間 

（１） 活動時間は次の通りとする。（月・火・木・金） 

① 終学活終了後１時間以内に全ての活動を終了し、下校を完了する。（下校完了時

刻を厳守させる。）      

    ② 延長を希望する場合 

     ・４月～10月の延長時の下校完了時刻…１７：３０ 

・11月～３月の延長時の下校完了時刻…１７：００ 

※ ５限目までの日は、延長は実施せず、下校完了時刻は以下の通りとする 

   ・５０分校時の下校完了時刻…１６：３０ 

   ・４５分校時の下校完了時刻…１６：１０ 

※ 延長をする場合は必ず延長届けを提出する。 

※ 下校時刻を守れない場合は、延長での活動は認められない。 

（２） 活動計画を立てる際には、次の事を必ず考慮すること 

① 平日の練習においては、水曜日をノー部活動デーとする。ただし、その他の曜   

日が行事等で部活動を実施できなかった場合はその限りではない。 

② 休日の練習においては、土日のうち必ずいずれか１日を休養日とする。土日の

両方で練習を行った場合は、平日の休養日を１日増やす。 

  新チーム発足（３年生引退）後は、休日の部活動は原則実施しない。ただし、

大会前に１～２回程度（または月に１回程度）の練習試合等を行うことがある。 

③ 平日の練習時間は２時間程度、休日の練習時間は３時間程度とする。 



（３） 延長の活動は、保護者承認の上、顧問または委任者が付き添っている場合のみ認

められる。 

 

（４） 休日の活動は顧問または委任者が付き添っている場合は、８：００～１７：００

までの間でおおむね３時間程度認められる。 

 

４ 活動上の諸注意 

（１） 定期考査においては日程の１週間前から活動を中止する。（定期考査終了日から

活動再開を認める。） 

（２） 市選手権大会、新人大会前に部活動強化週間を設ける。 

（３） 部室の使用は放課後のみとし、終了後は必ず施錠する。また、常に整理整頓に努

め､毎月１日を点検日とする。 

（４）  更衣は決められた場所で行い、カバン等の持ち物はすべて活動場所へ持ってい

き、教室や生徒玄関には置かない。 

（５） 体育館を使用する部は体育館トイレもしくは生徒玄関前トイレを使用する。体育

館以外を使用する運動部と文化部は活動場所から一番近いトイレを使用する。（た

だし、職員トイレは使用しない。） 

（６）  活動の服装は、体育服と各部活動で定めたもの。 

（７）  部長は、練習開始前、顧問の先生と連絡を取り、部で決められた日誌や部室の鍵

を所定の場所から持っていく。また、活動終了後は部長が日誌や鍵を所定の場所へ

必ず返却する。  

（８）  部室、更衣室、活動場所等で生徒の心得から逸脱する行為が判明したときは、活

動停止とする。  

（９）  活動が不活発な（部員数が少ない）場合や、生徒数の減少が生じたときには、休

部や募集停止の措置がとられることがある。 

（１０） 雨等でグラウンドが使用できないときは、校舎でトレーニング等の軽い運動をし

てもよい。ただし、鬼ごっこ等のゲーム性の高い走りは危険なので絶対にしない。 

（別紙 校舎内を走るときのルール参照、ただし雨天や冬期間は別途割り当てを設

ける。） 

 

５ 長期休業中の活動 

（１） 部長は、活動時間、参加生徒数を部活動日誌に記録する。また、日直の先生に活動

の開始と終了を必ず報告する。 

（２） 活動時間は次の通りとする。ただし、強化練習等の場合はこの限りではない。 

      ８：００～１６：３０の間でおおむね３時間程度とする。  

（３） 用具の後始末と清掃は各部で責任をもって行う。 

（４） 許可された場所以外は使用しない。 

（５） 制服または定められた服装で登校する。また、自転車通学者以外の自転車での登

校は認めない。 

 



 


